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Ⅰ．当社の概況及び組織に関する事項 

 

１．商号    

ひびき証券株式会社 

 

２．登録年月日 （登録番号）     

   平成１９年９月３０日（金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第３２号） 

 

３．沿革及び経営の組織 

(1) 会社の沿革 

 

年   月 沿         革 

大正 ２年  

大正  ９年  ４月 

昭和  ９年  ７月 

昭和１９年１０月 

昭和２３年  ９月 

昭和４２年  ３月 

昭和４３年  ４月 

平成１０年  ３月 

平成１０年  ３月 

平成１０年１２月 

平成１１年１２月 

平成１５年１２月 

平成１６年  ３月 

平成１６年  ９月 

平成１６年１０月 

平成１９年  ９月 

平成２０年  ２月 

平成２３年  ４月 

平成２４年 ４月 

中野商店債券部として創業 

東洋証券株式会社を設立 

商号を株式会社中野商店に変更 

商号を中野證券株式会社に変更 

有価証券業の登録 

本店を大阪市東区今橋２丁目３３の１に移転 

証券取引法に基づく証券業の免許取得 

商号を株式会社エヌシーエス證券に変更 

東京営業所を開設 

証券取引法改正による証券業の登録 

東京営業所を支店に昇格 

商号をひびき証券株式会社に変更 

本店を大阪市中央区今橋１丁目６番１９号に移転 

引受業務に関する認可取得 

投資顧問業務(助言業務)に関する登録 

 金融商品取引法に基づく金融商品取引業者として登録 

 投資運用業に関する変更登録 

金融商品仲介事業を開始 

子会社ひびきフィナンシャルアドバイザー株式会社において金融商 

品仲介業務を開始 
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(2) 経営の組織 （平成25年4月1日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．株式の保有数の上位10位までの株主の氏名又は名称並びにその株式の保有数及び総株主等の議決権に 

 占める当該株式に係る議決権の数の割合 

氏名又は名称 保有株式数 割合 

1. 株式会社井上ビジネスコンサルタンツ 

株       

1,892,921 88.27％ 

2. 井上智治           251,500 11.73％ 

3.     

4.    

5.        

6.     

7．   

8．   

9．   

10.   

その他   

計        2 名 2,144,421 100.00％ 

 

 

 

 

 

 

株主総会 

取締役会 監査役会 

社  長 

監査部 経営企画部 事務管理部 株式部 投資顧問部 

株式課 ディーリング課 
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５．役員（外国法人にあっては、国内における代表者を含む。）の氏名又は名称（平成25年6月5日現在） 

役 職 名 氏名又は名称 代表権の有無 常勤・非常勤の別 

代表取締役社長 井 上 智 治 有 常 勤 

取  締  役 野 村 達 也 無 常 勤 

取  締  役 萩 原 栄 造 無 常 勤 

監  査  役     西  本   暁 無 常 勤 

監  査  役 川 邉  慎太 郎 無 非常勤 

監  査  役 志 田 拓 也 無 非常勤 

 

６．政令で定める使用人の氏名 

(1) 金融商品取引業に関し、法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則をいう。) 

を遵守させるための指導に関する業務を統括する者(部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者

であるかどうかを問わず、当該業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。)の氏名 

氏     名 役 職 名 

稲 垣 靖 純 執行役員 事務管理部長（内部管理統括責任者） 

 

(2) 投資助言業務(金融商品取引法（以下「法」という。）第２８条第６項に規定する投資助言業務をいう。) 

 又は投資運用業(同条第４項に規定する投資運用業をいう。)に関し、助言又は運用（その指図を含む。） 

 を行う部門を統括する者（金融商品の価値等（法第２条第８項第１１号ロに規定する金融商品の価値等 

 をいう。）の分析に基づく投資判断を行う者を含む。）の氏名 

氏    名 役 職 名 

野 村 達 也 取締役  投資顧問部担当 

橋 本 礼 弘  投資顧問部長 

 

(3) 投資助言・代理業 (法第２８条第３項に規定する投資助言・代理業をいう。)に関し、法第２９条の 

 ２第１項第６号の営業所又は事務所の業務を統括する者（部長、次長、課長その他いかなる名称を有す

る者であるかどうかを問わず、当該業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。）の氏

名 

氏    名 役 職 名 

野 村 達 也 取締役  投資顧問部担当 

橋 本 礼 弘  投資顧問部長 

 

７．業務の種別 

(1) 第一種金融商品取引業（金融商品取引法第２条第８項第１号、第２号、第３号、第６号、第８号、第

９号、第１６号、第１７号） 

有価証券の売買、市場デリバティブ取引（以下、｢有価証券の売買等｣） 

有価証券の売買等の媒介、取次ぎ、代理 

取引所金融商品市場における有価証券の売買等の委託の媒介、取次ぎ、代理 

有価証券の引受け、売出し 

有価証券の募集、売出しの取扱い、私募の取扱い 

有価証券等管理業務 

(2) 第二種金融商品取引業 

みなし有価証券の売買、媒介、取次ぎ、代理 

みなし有価証券の募集、売出しの取扱い、私募の取扱い 
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(3) 投資助言・代理業（金融商品取引法第２条第８項第１１号） 

投資顧問契約に基づく有価証券等の価値等に関する助言 

(4) 投資運用業（金融商品取引法第２条第８項第１２号ロ） 

投資一任契約に基づく有価証券等に対する投資としての財産の運用 

(5) 金融商品取引業付随業務（金融商品取引法第３５条第１項） 

(6) 他に行っている業務（金融商品取引法第３５条第２項） 

匿名組合契約の締結の媒介、取次に係る業務 

生命保険の募集に係る業務 

他の事業者のあっせん又は紹介を行う業務 

他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務 

 

８．本店その他の営業所又は事務所（外国法人にあっては、本店及び国内における主たる営業所又は事務所 

 その他の営業所又は事務所）の名称及び所在地 

 

名   称 所  在  地 

本   店 
〒５４１－００４２ 

大阪市中央区今橋１丁目６番１９号 

東京支店 
〒１０３－００２７ 

東京都中央区日本橋３丁目１４番１号 

投資顧問部 
〒１０３－００２７ 

東京都中央区日本橋３丁目１４番１号 

  

 ９．他に行っている事業の種類 

            匿名組合契約の締結の媒介、取次に係る業務 

      生命保険の募集に係る業務 

他の事業者のあっせん又は紹介を行う業務 

他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務 

  

１０．苦情処理及び紛争解決の体制 

（苦情等の受付部署） 

  顧客からの苦情等の申出は、監査部 (苦情等受付専門部署)のほか、各営業単位の所属長又は所

属長が指名する者において受け付けるものとする。 

    監査部（苦情等受付専門部署）は、顧客利便にも配慮しつつ、広く顧客からの苦情等を受け付ける

態勢を整備するものとする。 

    当社が業務委託している業務に関する苦情等については、事務管理部(委託業務連絡部署)において

当該委託先から連絡を受けるものとする。 

    （苦情等対応の統括部署） 

監査部 (苦情等対応統括部署)は、苦情等に対する迅速・公平かつ適切な対応を図る観点から、 

     顧客からの苦情等に関する対応方針を決定し、当該方針に基づいて、関係部署を指導監督すると 

ともに、苦情等対応の進捗状況を管理する等、苦情等対応の全般を統括するものとする。 

 監査部（苦情等対応統括部署）は、前項の対応方針を決定するに当たっては、損失補てんの禁止に

関連する法令その他の規則の遵守に留意するものとする。 

    （処理担当者） 

監査部(苦情等対応統括部署)は、苦情、紛争の性質及び内容に応じ処理にあたるべき者（以下「苦 

情等処理担当者」という）を指名することができる。 
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苦情等処理担当者は、紛争調査の進捗状況、経緯、結果、紛争発生後とった処置及び今後の処理、 

意見等を適宜、監査部(苦情等対応統括部署)に報告しなければならない。 

    （調査） 

監査部 (苦情等対応統括部署）は、少なくとも紛争の報告に基づき次の各号に掲げる事項を調査 

し、原因及び責任の所在を明確にしなければならない。ただし、苦情等処理担当者に調査を指示す

ることがある。 

(1) 関係者 

(2) 経緯（発見の時期、端緒、その後の経緯） 

(3) 紛争の性質及び内容（紛争の性質、紛争金額） 

(4) 損害又は賠償額（会社が負担すべき金額、見積り、社内処理の方法） 

(5) 求償又は回収見込み（求償相手方、方法等） 

（紛争処理） 

紛争の処理は、確実、完全に行わなければならない。 

紛争により当社が負担する損害金については、稟議手続を経て処理しなければならない。           

紛争処理に関する訴訟行為は、社長の決裁を得なければならない。 

（債権、債務の確定と支払） 

債権債務の確定に当たっては原則として確認書及び念書を受領する。 

債権債務の取立て、支払の方法、時期、場所については、原則として公正証書の作成により明確に

する。 

（損害賠償と求償） 

債権確保の場合、物的又は人的保証を行わせる。 

物的担保については登記を、連帯保証人については信用調査を行うものとする。 

支払、取立て、回収不能の会計処理は、経理規程に従って行うものとする。 

（紛争当事者及び責任者の処分） 

紛争当事者及び責任者の処分は、役員会において社内規則に基づいてこれを行うものとする。 

（記録及び届出） 

苦情等に関する記録は、監査部 (苦情等対応統括部署)が保管、管理するものとする。 

金融庁及び証券業協会への紛争等の報告が必要な場合には速やかに行うものとする。 

（苦情等解決の為の外部機関等の利用） 

当社の金商法上の業務に関する苦情等の解決については、前各条に基づく社内措置を講じるほか、 

次の各号に掲げる業務の種別ごとに、当該各号に掲げる措置を講じるものとする。 

(1)  第一種金融商品取引業 金商法第３７条の７第１項第１号ロに規定する苦情処理措置及

び紛争解決措置として、日本証券業協会（特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相

談センター(以下「ＦＩＮＭＡＣ」という。) に業務委託）を利用する措置。 

(2)  第二種金融商品取引業 金商法第３７条の７第１項第２号ロに規定する苦情処理措置及

び紛争解決措置として、ＦＩＮＭＡＣを利用する措置（ＦＩＮＭＡＣに個別利用登録） 

(3)  投資助言・代理業 金商法第３７条の７第１項第３号ロに規定する苦情処理措置及び紛

争解決措置として、社団法人日本証券投資顧問業協会（ＦＩＮＭＡＣに業務委託）を利用

する措置。 

(4)  投資運用業 金商法第３７条の７第１項第４号ロに規定する苦情処理措置及び紛争解決

措置として、社団法人日本証券投資顧問業協会（ＦＩＮＭＡＣに業務委託）を利用する措

置。 

当社は、苦情等の迅速な解決を図るべく、外部機関等の紛争等解決の業務に適切に協力する

ものとする。 

（苦情受付専門部署又は外部の紛争等解決機関の周知） 

当社は、第４条第１項に規定する苦情等受付専門部署又は前条の規定により利用する外部の紛

争等解決機関について、顧客への周知を図るものとする。 
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（社内管理態勢の充実） 

当社は、苦情等への対応が金商法その他の法令及び社内規則に基づいて適切に行われているか 

否かについて、定期的に内部監査を行うものとする。 

      

１１．加入する金融商品取引業協会及び対象事業者となる認定投資者保定投体の名称 

日本証券業協会 

一般社団法人 日本投資顧問業協会 

 

１２．会員又は取引参加者となる金融商品取引所の名称又は商号 

大阪証券取引所 

 

１３．加入する投資者保護基金の名称 

日本投資者保護基金 

 

 

Ⅱ．業務の状況に関する事項 

１.当期の業務の概要 

（１）事業の経過及び成果 

  当期における我が国経済は、東日本大震災の復興需要などから緩やかな回復基調にあるものの、世

界的な景気減速などの影響により先行き不透明な状況が続きました。 

株式市場は、期初から6月上旬にかけて世界経済の減速懸念やEU圏における債務問題の再燃などから

下落傾向が続き、日経平均株価は一時8,200円台まで下がりました。 

その後、EU 圏の対応が進展したこともあり、世界経済の減速に歯止めが掛かりました。わが国におい

ても、11月の解散総選挙で政権交代がおこり、新政権による積極的な財政・金融政策に対する期待を

背景に株価は大幅に上昇し、期末にかけて12,600円台まで回復しました。 

このような環境のもと、当社は大幅な事業再編を実施しました。楽天証券と業務提携し、営業部

門について金融商品仲介業を営む子会社ひびきフィナンシャルアドバイザーに移行するとともに、

顧客口座と預かり資産のほとんどを楽天証券を中心とした他社へ移管しました。これにより、当社

は基本的にはブローカレッジ業務から撤退し、ディーリング業務と投資顧問業務を中心とする体制

になりました。 

この事業再編の結果、当期のブローカレッジ業務における営業収益は大幅に減少しました。一方

で、ディーリング業務はディーラーの質の向上により収益が拡大しました。当期の受入手数料は前

期比28.0％の78,425千円（うち株式29,288千円、債券648千円、受益証券30,492千円、その他

17,996千円）、トレーディング損益は前期比123.3%の379,227千円の収益を計上することとなり、

金融収益を加えた営業収益は472,488千円、金融費用を控除した純営業収益は448,205千円となり

ました。 

また、事業再編に伴う人員の削減、証券システムの利用中止、取引関係費の減少により、販売費・

一般管理費は前期比68.2％の575,507千円となり、これを控除した営業損失は127,301千円、営業

外損益を加減した経常損失は126,473千円、特別利益及び特別損失を加減した税引前当期純損失は

145,239千円、法人税等を控除した当期純損失は147,679千円となりました。 

 （２）会社の対処すべき課題 

① 経営の基本方針 

当社は、お客さまと深い信頼関係を構築し、お客様の立場で考え、「大切な方のご資産をゆったりと

大きく、まごころをこめて育てます」を経営理念に掲げ、その実現に向け営業を展開しております。
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これは、リテールを中心とした対面対話型の証券ビジネスにより、顧客利益を 優先した、あらゆる

面で質の高い金融サービスを提供できる会社として、顧客に信頼され、顧客とともに栄え、成長を目

指すことを経営の基本方針としたものです。 

今般、当社では事業再編を行い、対面営業業務を子会社へ移行いたしました。移行後は、投資顧問 

業務の拡充による顧客利益への貢献とあわせて、子会社を含めた当社グループ全体として上記の経営

理念を達成するため、尽力いたす所存です。 

②  目標とする経営指標 

当社は、事業再編に伴って、ブローカレッジ業務から基本的に撤退し、ディーリング業務と投資 

顧問業務を中心とした体制となりました。これにより、固定費の大幅な削減を図るとともに、株式市

場の動向に左右されない安定した収益基盤の強化に取り組んでまいります。 

③  具体的施策 

事業再編によるブローカレッジ業務からの撤退により、固定費であるシステム費および人件費を中 

心に大幅な削減を行いました。引き続き効率的な業務運営により、経費の極小化を図ります。 

収益的には、事業再編後の柱となる、ディーリング業務と投資顧問業務の強化を進めてまいります。 

ディーリング業務については、引き続き優秀な人材の確保を進めるとともに、リスクコントロールの

徹底により収益の拡大および安定化を図ります。 

投資顧問業務については、既存のラップ業務に加えて、ファンドの運用業務を開始しており、各  々

の運用実績の向上と残高の拡大により、早期の収益化を目指したいと考えております。 

また、金融商品取引業を営むにあたって、継続的にコンプライアンス体制、内部管理体制の強化を進

め、法令遵守を重視した経営に取り組んでまいります。 

 

２．業務の状況を示す指標 

(1) 経営成績等の推移                              （単位：百万円） 

 平成23年3月期 平成24年3月期 平成25年3月期 

資 本 金 500 500 500 

発行済株式総数 2,450,000株   2,168,000株 （注）  2,144,421株 

営 業 収 益 768 628 472 

 (受  入  手  数  料) 428 279 78 

  ((委 託 手 数 料)) 240 173 28 

  

((引受け･売出し・特

定投資家向け売付け

勧誘等の手数料)) 

- - - 

  

((募集･売出し・特定

投資家向け売付け勧

誘等の取扱い手数

料)) 

69 66 19 

  ((その他の受入手数料)) 42 39 30 

 (トレーディング損益) 327 359 379 

  ((株    券    等)) 340 299 374 

  ((債    券    等)) 18 8 4 

  ((そ    の    他)) - - - 

純営業収益 712 584 448 

経 常 損 益 △191 △209 △126 

当期純損益 △197 △223 △147 

（注）自己株式305,579株を除く 
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(2) 有価証券引受・売買等の状況 

① 株券の売買高の推移                            （単位：百万円） 

 平成23年3月期 平成24年3月期 平成25年3月期 

自    己 659,497 664,239 628,082 

委    託 31,820 24,086 3,092 

計 691,318 688,325 631,174 

 

② 有価証券の引受け及び売出し並びに特定機関投資家向け売付け勧誘等並びに有価証券の募集、売出し及び

私募の取扱い並びに特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いの状況        （単位：千株、百万円） 

区   分 引受高 売出高 

特定投資

家向け売

付け勧誘

等の総額 

募集の 

取扱高 

売出しの 

取扱高 

私募の  

取扱高 

特定投資

家向け売

付け勧誘

等の取扱

高 

株 券 - - - 0 - - - 

国 債 証 券 - - - - - - - 

地方債証券 - - - - - - - 

特 殊 債 券 - - - - - - - 

社 債 券 - - - - - - - 

受 益 証 券 - - - 4,080 - - - 

そ の 他 - - - - - - - 

平

成

23

年

3

月

期 
合 計 - - - 4,080 - - - 

株 券 - - - 0 - - - 

国 債 証 券 - - - - - - - 

地方債証券 - - - - - - - 

特 殊 債 券 - - - - - - - 

社 債 券 - - - - - - - 

受 益 証 券 - - - 3,934 - - - 

そ の 他 - - - - - - - 

平

成

24

年

3

月

期 
合 計 - - - 3,935 - - - 

株 券 - - - 0 - - - 

国 債 証 券 - - - - - - - 

地方債証券 - - - - - - - 

特 殊 債 券 - - - - - - - 

社 債 券 - - - - - - - 

受 益 証 券 - - - 761 - 171 - 

そ の 他 - - - - - - - 

平

成

25

年

3

月

期 
合 計 - - - 761 - 171 - 

 

(3) その他業務の状況 

匿名組合契約に係る業務、生命保険の募集業務、あっせん・紹介業務、広告・宣伝業務を行っていま

すが、収益・取引高ともに僅少なため記載を省略しております。 
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(4) 自己資本規制比率の状況                         （単位：％、百万円） 

 平成23年3月期 平成24年3月期 平成25年3月期 

自己資本規制比率（Ａ／Ｂ×

100） 
516.8％ 401.8％ 421.3％ 

固定化されていない自己資本

（Ａ） 
1,354 1,092 729 

リスク相当額（Ｂ） 262 272 173 

市場リスク相当額 0 0 0 

取引先リスク相当額 47 47 2 

 

基礎的リスク相当額 213 213 170 

 

 

 (5) 使用人の総数及び外務員の総数                       （単位：名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区  分 平成 23年3月期 平成 24年3月期 平成 25年3月期 

使用人 72 73 24 

(うち外務員) （70） （72） （23） 
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Ⅲ．財産の状況に関する事項 

 

１． 経理の状況 

(1) 貸借対照表                                  (単位:千円) 

科       目 
前    期 

平成24年 3月31日 

当       期 

平成25年 3月31日 
対前期増減(△) 

流 動 資 産  3,299,811  869,193 △ 2,430,617 

   現 金 ・ 預 金    296,249  278,333 △ 17,915 

   預 託 金   806,000  110,000 △ 696,000 

    約 定 見 返 勘 定  16,209  5,697 △ 10,512 

  信 用 取 引 資 産  1,841,508  257,156 △ 1,584,351 

    信 用 取 引 貸 付 金  1,163,672  - △ 1,163,672 

    信用取引借証券担保金  677,835  257,156 △ 420,679 

   立 替 金  30  - △ 30 

  募 集 等 払 込 金  34,139  32,000 △ 2,139 

  短 期 差 入 保 証 金  259,400  160,000 △ 99,400 

  短 期 貸 付 金  -  -  - 

  前 払 金  4,162  1,983 △ 2,179 

  前 払 費 用  14,588  6,874 △ 7,714 

  未 収 入 金  10,193  13,083  2,890 

  未 収 収 益  16,465  4,064 △ 12,401 

  取 引 先 勘 定  -  -  - 

  貸 倒 引 当 金  -  -  - 

固 定 資 産  51,575  775,470  723,894 

 有 形 固 定 資 産  3,865  8,458  4,592 

  建 物  0  6,324  6,324 

  器 具 ・ 備 品  3,865  2,133 △ 1,731 

 無 形 固 定 資 産  0  0  - 

  電 話 加 入 権  0  0  - 

  電 気 通 信 施 設 利 用 権  0  0  - 

    ソ フ ト ウ ェ ア  0  0  - 

 投 資 等  47,709  767,011  719,302 

  投 資 有 価 証 券  10,259  699,965  689,706 

  関係 会社投資有 価証券  9,000  45,000  36,000 

  出 資 金  1,000  1,000  - 

  長 期 差 入 保 証 金  27,450  21,046 △ 6,404 

  そ の 他 の 投 資 等  -  -  - 

  貸 倒 引 当 金  -  -  - 

資 産 合 計  3,351,387  1,644,663 △ 1,706,723 
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(単位:千円) 

科       目 
前   期 

平成24年 3月31日 

当       期 

平成25年 3月31日 
対前期増減(△) 

流 動 負 債  2,109,017  68,581 △ 2,040,436 

  信 用 取 引 負 債  1,292,056  - △ 1,292,056 

   信 用 取 引 借 入 金  1,160,012  - △ 1,160,012 

    信用取引貸証券受入金  132,044  - △ 132,044 

 預 り 金  697,957  36,845 △ 661,111 

 受 入 保 証 金  77,370  - △ 77,370 

  信 用 取 引 受 入 保 証 金  75,045  - △ 75,045 

   先 物 取 引 受 入 証 拠 金  2,324  - △ 2,324 

 前     受     金  420  - △ 420 

 未 払 金  -  -  - 

 未 払 費 用  37,505  27,774 △ 9,731 

 未 払 法 人 税 等  3,708  3,961  252 

固 定 負 債  6,214  504,938  498,724 

 繰 延 税 金 負 債  171   - △ 171 

  社     債  -  500,000  500,000 

 資 産 除 去 債 務  6,043  4,938 △ 1,104 

特 別 法 上 の 準 備 金  3,938  2,652 △ 1,285 

金融商品取引責任準備金  3,938  2,652 △ 1,285 

負 債 の 計  2,119,170  576,172 △ 1,542,997 

株 主 資 本  1,231,907  1,078,332 △ 153,574 

資 本 金  500,000  500,000  - 

資 本 剰 余 金  857,665  857,665  - 

 資 本 準 備 金  125,000  125,000  - 

  そ の 他 資 本 剰 余 金  732,665  732,665  - 

利 益 剰 余 金 △ 87,406 △ 235,086 △ 147,679 

 そ の 他 利 益 剰 余 金 △ 87,406 △ 235,086 △ 147,679 

 (繰 越 利 益 剰 余 金) △ 87,406 △ 235,086 △ 147,679 

自 己 株 式 △ 38,352 △ 44,246 △ 5,894 

評 価 ・ 換 算 差 額 等  309 △ 9,841 △ 10,150 

 その他有価証券評価差額金  309 △ 9,841 △ 10,150 

純 資 産 の 計  1,232,217  1,068,491 △ 163,725 

負 債 及 び 純 資 産 合 計  3,351,387  1,644,663  1,706,723 
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(2) 損益計算書                                  (単位:千円) 

科        目 

前    期 

自 平成23年 4月 1日 

 至 平成24年 3月31日 

当    期 

自 平成24年 4月 1日 

  至 平成25年 3月31日 

対前期増減(△) 

営 業 収 益  628,589  472,488 △ 156,101 

受 入 手 数 料  279,863  78,425 △ 201,438 

トレーディング損益  307,493  379,227 △ 71,733 

金 融 収 益  41,232  14,835 △ 26,396 

金 融 費 用  44,478  24,282 △ 20,196 

純 営 業 収 益  584,110  448,205 △ 135,904 

販 売 費 ･ 一 般 管 理 費  843,443  575,507 △ 267,935 

取 引 関 係 費  188,545  129,946 △ 58,599 

人 件 費  428,327  302,169 △ 126,157 

不 動 産 関 係 費  59,000  37,444 △ 21,555 

事 務 費  141,838  88,356 △ 53,482 

減 価 償 却 費  2,368  4,409  2,040 

租 税 公 課  4,727  4,011 △ 716 

貸 倒 引 当 金 繰 入 れ  -  -  - 

そ の 他  18,634  9,169 △ 9,465 

営 
 
 

業 
 
 

損 
 
 

益 
 
 

の 
 
 

部 

営業利益又は営業損失(△) △ 259,332 △ 127,301  132,030 

営 業 外 収 益  50,023  2,389 △ 47,634 損 

益 

の 

部 

営

業

外 営 業 外 費 用  104  1,560  1,456 

経 
 
 

常 
 
 

損 
 
 

益 
 
 

の 
 
 

部 

経常利益又は経常損失(△) △ 209,413 △ 126,473  82,939 

特 別 利 益  1,595  1,285 △ 310 

貸 倒 引 当 金 戻 入  48,517  - △ 48,517 

金融商品取引責任準備金戻入  1,595  1,285 △ 310 

特 別 損 失  13,297  20,052  6,754 

減 損 損 失  13,297  - △ 13,297 

特

別

損

益

の

部 システム変更に伴う違約金  -  20,052  20,052 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) △ 221,114 △ 145,239  75,874 

法 人 税 等  2,440  2,440  - 

当期純利益又は当期純損失(△) △ 223,554 △ 147,679  75,874 
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(3) 株主資本等変動計算書 

前期（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）                        （単位：千円） 

株主資本 
評価・換算

差額等 

資本剰余金 利益剰余金 

その他 

利益剰余金 

 

資本金 

資本準備金 
その他の 

資本剰余金 繰越 

利益剰余金 

自己株式 
株主資本 

合計 

その他 

有価証券 

評価差額

金 

純資産 

合計 

前期末残高 500,000 125,000 732,665 136,148 - 1,493,814 151 1,493,965 

当期変動額         

 当期純利益又は

当期純損失(△) 
   △223,554  △223,554  △223,554 

株主資本以外の 

項目の当期変動

額（純額） 

      158 158 

 自己株式取得     △38,352 △38,352  △38,352 

当期変動額合計 - - - △223,554 △38,352 △261,906 158 △261,748 

当期末残高 500,000 125,000 732,665 △87,406 △38,352 1,231,907 309 1,232,217 

 

 

 

 

当期（自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）                      （単位：千円） 

株主資本 
評価・換算 

差額等 

資本剰余金 利益剰余金 

その他 

利益剰余金 

 

資本金 

資本準備金 
その他の 

資本剰余金 繰越 

利益剰余金 

自己株式 
株主資本 

合計 

その他 

有価証券 

評価差額

金 

純資産 

合計 

前期末残高 500,000 125,000 732,665 △87,406 △38,352 1,231,907 309 1,232,217 

当期変動額         

 当期純利益又は

当期純損失(△) 
   △147,679  △147,679  △147,679 

株主資本以外の 

項目の当期変動

額（純額） 

      △10,150 △10,150 

 自己株式取得     △5,894 △5,894  △5,894 

当期変動額合計 - - - △147,679 △5,894 △153,574 △10,150 △163,725 

当期末残高 500,000 125,000 732,665 △235,086 △44,246 1,078,332 △9,841 1,068,491 
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(4) 注記事項 

「重要な会計方針に関する事項に関する注記」 

1．資産の評価基準及び評価方法 

（1）トレーディングに関する有価証券等の評価基準及び評価方法 

   トレーディング商品（売買目的有価証券）及びデリバティブ取引等 

時価法を採用しております。 

 

（2）トレーディング関連以外の有価証券等の評価基準及び評価方法 

   その他有価証券 

    時価のあるもの  決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。 

    時価のないもの  移動平均法による原価法を採用しております。 

 

2．固定資産の減価償却の方法 

（1）有形固定資産    有形固定資産について定率法により償却しております。 

              

（2）無形固定資産    定額法により償却しております。 

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）

に基づく定額法によっております。 

 

3．引当金の計上基準 

（1）貸倒引当金     債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております｡ 

 

4．特別法上の準備金の計上基準 

金融商品取引責任準備金 証券事故による損失に備えるため、金融商品取引法第46条の5の規定に基

づき、金融商品取引業者等に関する内閣府令第175条に定めるところによ

り算出した金額を計上しております。 

        

5．リ－ス取引の処理方法 

    リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

 

6．消費税等の処理方法 

    消費税等の処理方法は、税抜方式によっております。 

 

  (追加情報) 

(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用) 

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更および誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準」（企業会計基準第２４号 平成２１年１２月４日）および「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第２４号 平成２１年１２月４日）を適用しており

ます。 

 

 



 15 

 

 

「貸借対照表に関する注記」 

1．有形固定資産の減価償却累計額（減損損失累計額を含んでおります）  54,825千円 

 

「株主資本等変動計算書に関する注記」 

1．当事業年度の末日における発行済株式の数 

    普通株式                             2,450,000株 

  2. 当事業年度の末日における自己株式の種類および株式数         

    普通株式                             305,579株 

 

「税効果会計に関する注記」 

   1．繰延税金資産の発生原因別の主な内訳は、欠損金等でありますが、評価性引当金を考慮した結果、繰延

税金資産は計上しておりません。 

 

「金融商品に関する注記」 

1．金融商品の状況に関する事項 

（1）金融商品に対する取組方針 

当社の主たる事業は、有価証券の売買、投資顧問業務等であります。 

     金融資産の主なものには信用取引資産があります。信用取引資産については、自己の信用取引にお 

ける売建金額であります。 

. 

（2）金融商品の内容及びリスク並びにリスク管理体制 

金融商品の主なものにはトレーディング商品、信用取引資産・負債があります。トレーディング商品、

信用取引資産・負債は、主に国内株式であり、価格変動リスク、信用リスク等がありますが、これらの

リスクを自社で設定した限度枠内にとどめることで管理しております。 

     

2．金融商品の時価等に関する事項 

  平成25年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで

あります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。 

 

 貸借対照表計上額 

（千円） 

時価 

（千円） 

差額 

（千円） 

【資産】  

現金・預金 

預託金 

信用取引資産 

  信用取引借証券担保金 

短期差入保証金 

投資有価証券 

 

278,334 

110,000 

257,156 

257,156 

160,000 

191,477 

 

278,334 

110,000 

257,156 

257,156 

160,000 

191,477 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

【負債】  

預り金 

社債 

 

36,845 

500,000 

 

36,845 

500,000 

 

- 

- 
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（注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項 

 

資 産 

現金・預金、預託金 

時価は、帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価格によっております。 

     信用取引資産、短期差入保証金 

      時価は、短期間で決済されることから、当該帳簿価格によっております。 

     投資有価証券 

      株式は取引所の価格によっております。 

 

    負 債 

     預り金 

      時価は、短期間で決済されることから、当該帳簿価格によっております。 

     社債 

      当社の信用状態は発行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考え

られるため、当該帳簿価格によっております。 

 

 

（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、前表「【資産】投資有価

証券」には含まれておりません。 

 貸借対照表計上額（千円） 

非上場株式 7,150 

投資事業組合及びそれに類する組合への出資 501,338 

関係会社株式 45,000 

上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象

とはしておりません。 

 

 

「関連当事者との取引に関する注記」 

1．子会社及び関連会社等 

属性 
会社等の 

名称 

議決権等の 

所有割合 

関連当事者

との関係 

取引の 

内容 

取引金額 

（千円） 
科目 

期末残高 

（千円） 

子会社 
ひびきフィナンシャル 

アドバイザー株式会社  
90% 役員の派遣 出資 

36,000 

（注） 
－ 45,000 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注）出資価格については、ひびきフィナンシャルアドバイザーの株主総会にて、決定しております。 

 

 

「1株当たり情報に関する注記」 

1．１株当たり純資産額                        498円26銭 

2．１株当たり当期純損失                     △ 68円63銭 
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2．借入金の主要な借入先及び借入金額                  

（単位：百万円） 

                              （平成24年3月31日現在） 

借入先の氏名又は名称 借入金額 

大阪証券金融株式会社 193 

廣田証券株式会社 4 

株式会社証券ジャパン 961 

 

（単位：百万円） 

                              （平成25年3月31日現在） 

借入先の氏名又は名称 借入金額 

該当なし - 

 

 

3．保有する有価証券（トレーディング商品に属するものとして経理された有価証券を除く。）の取得価額、 

 時価及び評価損益                                （単位：百万円） 

平成24年3月期 平成25年3月期  

取得価額 時  価 評価損益 取得価額 時  価 評価損益 

1.流動資産 - - - - - - 

 (1) 株券 - - - - - - 

 (2) 債券 - - - - - - 

 (3) その他 - - - - - - 

2.固定資産 - - - - - - 

 (1) 株券 18 19 0 53 55 1 

 (2) 債券 - - - - - - 

 (3) その他 - - - 701 609 △11 

 合  計 18 19 0 754 744 △9 

(注) トレーディング商品に属するものとして経理された有価証券を除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

 

4．デリバティブ取引(トレーディング商品に属するものとして経理された取引を除く。）の契約価額、時価

及び評価損益 

(1) 先物取引・オプション取引の状況 

① 株式  

（単位：百万円） 

平成24年3月期 平成25年3月期  

契約価額 時  価 評価損益 契約価額 時  価 評価損益 

1.株価指数先物取引 - - - - - - 

 (1) 売建 - - - - - - 

 (2) 買建 - - - - - - 

2.株価指数オプショ

ン取引 

- - - - - - 

 (1) 売建 - - - - - - 

   ① コール - - - - - - 

   ② プット - - - - - - 

 (2) 買建 - - - - - - 

   ① コール - - - - - - 

   ② プット 0 0 - - - - 

  (注) トレーディング商品に属するものとして経理された取引を除く。 

      

   ② 債券 

                                         （単位：百万円） 

平成24年3月期 平成25年3月期  

契約価額 時  価 評価損益 契約価額 時  価 評価損益 

1.債券先物取引 - - -- - - - 

 (1) 売建 - - - - - - 

 (2) 買建 - - - - - - 

2.債券オプション取

引 

- - - - - - 

 (1) 売建 - - - - - - 

   ① コール - - - - - - 

   ② プット - - - - - - 

 (2) 買建 - - - - - - 

   ① コール - - - - - - 

   ② プット - - - - - - 

  (注) トレーディング商品に属するものとして経理された取引を除く。 
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(2) 有価証券店頭デリバティブ取引の状況 

  （単位：百万円） 

平成24年3月期 平成25年3月期  

契約価額 時  価 評価損益 契約価額 時  価 評価損益 

1.有価証券先渡取引 - - - - - - 

 (1) 売建 - - - - - - 

 (2) 買建 - - - - - - 

2.有価証券店頭指数

等先渡取引 

- - - - - - 

 (1) 売建 - - - - - - 

 (2) 買建 - - - - - - 

3．有価証券店頭オプ

ション取引 

- - - - - - 

 (1) 売建 - - - - - - 

   ① コール - - - - - - 

   ② プット - - - - - - 

 (2) 買建 - - - - - - 

   ① コール - - - - - - 

   ② プット - - - - - - 

4．有価証券店頭指数

等スワップ取引 

- - - - - - 

(注) トレーディング商品に属するものとして経理された取引を除く。 

 

5．財務諸表に関する会計監査人等による監査の有無 

当社は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき第１１８期計算書類（平成２４年４月１日か

ら平成２５年３月３１日まで）の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表（会

計に関する部分に限る｡）について赤坂有限責任監査法人の監査を受けております。なお、事業報告及

び附属明細書について監査の対象とした会計に関する部分は､事業報告及び附属明細書に記載されてい

る事項のうち会計帳簿の記録に基づく記載部分であります。 

この監査に当たり赤坂有限責任監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査基準に

準拠し、通常実施すべき監査手続きを実施しました。 
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Ⅳ．管理の状況 

 

1．内部管理の状況の概要 

当社では、内部管理に関する 高責任者として管理担当の執行役員を内部管理統括責任者に任命し、

内部管理体制の整備と強化に努めるとともに、各部門を所管する内部管理責任者を配置することで、適

正な営業活動に関する常時監査等の内部管理を徹底しております。 

監査部においては、当社及び役職員による法令等の遵守に関する具体的な実践計画として、毎期ごと

にコンプライアンス・プログラムを策定し、内部管理体制を整備、推進しております。なお同プログラ

ムは取締役会の承認を受けて実施され、その進捗状況についても、半期ごとに取締役会で報告される体

制となっております。 

また全ての役職員に対して、コンプライアンスに関するテキストやマニュアルを配布するとともに積

極的に研修等に参加させることによって知識の啓蒙・教育に努め、常にお客様に対して適正な勧誘が行

われるよう、役職員を指導教育し、法令・諸規則違反の未然防止に努めております。そうした成果を検

証するため、監査部による随時の社内検査を通じて内部管理体制の整備状況をチェックし、より実効的

な内部管理体制作りに努めております。併せて監査部では、法令違反の未然防止、証券事故・不都合行

為の防止、内部者取引の管理、反社会的勢力との証券取引の排除等に向けて積極的に取組むとともに、

お客様からの苦情・クレーム全般に関する調査・対応を行っております。 

 

2．分別管理の状況 

(1) 顧客分別金信託の状況                            （単位：百万円） 

項   目 平成24年3月31日現在の金額 平成25年3月31日現在の金額 
直近差替計算基準日の
顧客分別金必要額 

716 33 

顧客分別金信託額 730 50 
期末日現在の顧客分別
金必要額 

722 33 

 
 

(2) 有価証券の分別管理の状況 

① 保護預り等有価証券 

平成24年3月31日現在 平成25年3月31日現在 
有価証券の種類 

国内証券 外国証券 国内証券 外国証券 
株券 株数 38,157  千株 11  千株 2,450  千株 -  千株 
債券 額面金額 126 百万円 924 百万円 - 百万円 300 百万円 
受益証券 口数 7,896 百万口 3 百万口 - 百万口 0 百万口 
その他 数量 - 585 百万円 - - 

 

② 受入保証金代用有価証券 

平成24年3月31日現在 平成25年3月31日現在 
有価証券の種類 

数    量 数    量 

株券 株数 3,421千株 -千株 

債券 額面金額 -百万円 -百万円 

受益証券 口数 174百万口 -百万口 

その他 数量 - - 
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＜参考時価情報＞ 
  
株券の参考時価情報 

 
イ 保護預り等有価証券 

平成24年3月31日現在 平成25年3月31日現在 
国内証券 外国証券 国内証券 外国証券 
17,005百万円 1,842百万円 0百万円 619百万円 

 
ロ 受入保証金代用有価証券 

平成24年3月31日現在 平成25年3月31日現在 
金    額 金    額 

1,613百万円 -百万円 
 

  

③ 管理の状況 

当社は、お客様からお預かりした有価証券については、以下の保管場所にて、当社自己分の有価

証券と明確に分別して保管・管理しております。 

 

保管場所 

 保   管   場   所 

 単純保管  当社金庫 

 混蔵保管 

 SumitomoMitsuiTrust(UK)Limited（イギリス） 

 ＲＢＣキャピタルマーケッツ証券（日本） 

キャピタル･パートナーズ証券（日本） 

 

  (3) 金融商品取引法第43条の3の規定に基づく区分管理の状況 

① 法第43条の3第1項の規定に基づく区分管理の状況 

                                 (単位：百万円、千株 等) 

 管理の方法 前期末残高 当期末残高 内  訳 

- - - - 
金
銭 - - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

有
価
証
券
等 

- - - - 

 

 

② 法第43条の3第2項の規定に基づく区分管理の状況 

                                 (単位：百万円、千株 等) 

 管理の方法 前期末残高 当期末残高 内  訳 

- - - - 
金
銭 - - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

有
価
証
券
等 

- - - - 
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Ⅴ．連結子会社等の状況に関する事項 

 

1.企業集団の構成 

 

2.子会社等の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地、資本金の額、事業の内容等 

商号又は名称 本店所在地 資本金 事業内容 

当社及び子 

会社等の保 

有する議決 

権の数 

子会社等の 

総株主の議 

決権に占め 

る当該保有 

する議決権 

の数の割合 

ひびきフィナンシャル 

アドバイザー株式会社 

大阪市中央区今橋 

 1丁目6番19号 
5,000 万円 

金融商品

仲介業等 
900個 90％ 

 

 

 

 

以 上 


